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京都家庭裁判所長村岡

司法行政文書開示通知書

3月30日付け（4月2日受付）で申出のありました司法行政文書の開示につい

て，下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

開示する司法行政文書の名称

平成30年度京都家庭裁判所裁判官の配置，事務分配等規程（片面で10枚）

開示の実施方法

写しの送付

1

2

(担当）総務課文書係電話075-722-7211 (内線218)
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京都家庭裁判所裁判官の配置事務分配等規程
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京都家庭裁判所の平成30年度における裁判官の配置，開廷の日割，裁判事務の
｡

分配及び代理順序並びに司法行政事務の代理順序を次のとおり定める。

･

平成29年12月15日

京都家庭裁判所

第1条（裁判官の配置等）

京都家庭裁判所の裁判官の配置,事務の分配及び開廷日割は，別表第1のとお

りとするほか，次条以下に定めるところによる。

第2条（本庁の家事事件の配付）

本庁の家事に関する事件（第4条に規定するものを除く。 ）は，家事部におい

て定めるところにより，配付する。

第3条（本庁の少年事件の配付） ，

本庁の少年に関する事件（次条に規定するものを除く。 ）は，少年部において

定めるところにより，配付する。

第4条（令状等の事務等の処理）

令状等の事務，観護措置決定及びその更新に対する各異議申立事件の処理につ

いては，本庁に所属する裁判官の協議により別途定める。

第5条（事件の回付）

本庁又は支部で取り扱うべき事件のうち， これを処理することが相当でないと

きは， 申出により，裁判事務調整委員会において， これを本庁又は他の支部に回

付することができる。ただし，次の場合は，同委員会の手続を要しない。

1 関連事件について関係各裁判官が協議の上，回付する場合

2管轄区域の定めに反して提起され， 申し立てられ,又は送致された事件に

ついて， 当該事件を本来審理すべき庁に回付する場合

3少年事件について

（1）本庁及び舞鶴支部のいずれにも管轄を有する事件を回付する場合
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（2）保護者の住所が本庁及び舞鶴支部のいずれかの管轄区域内にあり，同区

域を管轄する庁に回付する場合

第6条（裁判事務の代理順序） ．

1 本庁の合議係の裁判長に差し支えがあるときは，その部の裁判官が別表第1

の合議係に掲げる順序によりこれを代理する。

2本庁の合議係について，裁判官に差し支えがあって，合議体を構成できない

ときは，所長が指名する他の裁判官が代理する。

3本庁の単独係の裁判官に差し支えがあるときは，別表第2に掲げる順序によ

りこれを代理する。

4前項に規定する代理すべき裁判官全員に差し支えがあるときは，所長が指名

する裁判官が代理する。

5支部の裁判官に差し支えがあるときは，別表第3に掲げる方法によりこれを

代理する。

6 第1項から前項までの定め以外の代理順序については，その都度所長が定め

る。

第7条（司法行政事務の代理順序）

1 所長に差し支えがあるときは，別表第4に掲げる順序に従って代理する。

2支部長に差し支えがあるときは，第6条第5項の規定を準用する。
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附則

この規程は，平成30年1月1日から施行する。

附則

この規程は，平成30年1月22日から施行する。

附則

この規程は，平成30年4月1日から施行する。
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(別表第1）

(本庁）

【平成30年度裁判官の配抵．事務の分配表及び開廷日割】

－3－‐

一

部・係
家事周

第1係 ｜ 第2係 ｜ 第3係 鋪4係

|単独係

第5係 ｜ 第6係 I 第7係 ｜ 節8係
家事部合蟻係

開廷日割 家． 県部皿独係裁鞘 官申合せのとおり 随時

村岡 寛 大島道代 小岨宏幸 原田宗輔 小池党子 川村 理 加藤紀子
田中浩司

(兼）

(裁判長）小池覚子

野路正典（兼） ，大島道代，小岨宏幸，加藤紀子，原田
宗輔，川村理，田中浩司（兼）

審判事件
F■－ F ■ ■ P ‐ 叩■~■■ー~｡－〆■‐

肥戦本件（以下， 「別表
飾一車件」と記戦寸一
ろ． ）

家刻郎作手緯法別表第二

配戦巾件（以下， 「別表
鯏二ﾘ件』と記載す
る。 ）

下記（イ）以外の相続財産管理人関
係率件及び不在者財産管理人関係邪
件（ア） 【※1， 2】

法定後見関係蛎件，任意後見関係率
件及び未成年徒見避任事件並びに上
妃（ア）の事件のうち，元後見人等
が利害関係人として申し立てた民法
918条2項に基づく相続財産管理
人関係事件（イ） 【※3， 4， 5】

上記（イ）に関する特別代理人選任
聯件（ウ）

上記（ウ）以外に関する特別代理人
選任事件

児童福祉法28条及び33条珈件,親
椹蜜失，親梅停止及び管理樹要失並
びにそれらの審判の取消駆件，親権
及び管理梱の辞任及び回復許可蛎件

遺曾番検隠事件

相統放棄窮件

上記以外の別表第一蛎件

遡産分荊那件

遺産分割聯件以外の別表第二巾件

調停耶件
別表第二事件 遺産分割那件

遺産分割耶件以外の別表第二蛎件

別表第二4F件以外の調停蛎件

家平共助事件

人事解訟雑（家珈雑）事件

人事斫舩蛎件

通常師訟耶件

舗求異礒等評訟嚇件

保全命令那件及び保全異議本件
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l 家本に関する裁定合譲察件（全部）
2人事所詮に関する裁定合織りF件（全郎）
3少年部の裁判官，聴員に対する除斥，忌避及び回
避申立に関するﾘ件(全部）
4少年部の裁判官が担当した裁判に対する準抗告事
件. (全部）
5間郁支部の家那に関する栽定合議叩件（全郎）



(別表第1）

（本庁）

【平成30年度裁判官の配画．事務の分配表及び開廷日割】

１
２
３
４

※ 「相続財産管理人関係事件」とは，別表第一事件のうち相続財産管理人週任事件，相統人捜索の公告事件，相続財産管理人の樋限外行為群
可事件，相続財産管理人に対する報酬付与事件，相続財産管理人改任事件及び特別縁故者に対する財産分与事件をいう。

「不在者財産管理人関係事件」とは，不在者財産管理人選任事件，不在者財産管理人の梅限外行為許可事件，不在者財産管理人に対する報
酬付与事件，管理処分取消事件及び不在者財産管理人改任事件をいう。

「法定後見関係事件」とは，別表第一事件のうち後見開始事件，保佐開始事件及び補助開始事件をいう。

「任意後見関係事件」とは，別表第一事件のうち任意後見監督人選任事件及び後見開始等取消事件をいう。

「元後見人等が利害関係人として申し立てた民法918条2項に基づく相続財産管理人関係事件」 とは，当庁で管理継続している事件の元
後見人等（元保佐人，元補助人及び元任意後見人を含む。 ）が被後見人等の管理財産を引き継ぐため民法918条2項に基づき「相続財産
の保存に必要な処分」 として申し立てた相続財産管理人選任事件，同事件を基本事件とする相続財産管理人の樋限外行為許可事件，相続財
産管理人に対する報酬付与事件及び相続財産管理人改任事件をいう。 ．

現に家事部第1係に係属する調停又は別表第二審判事件に関連する別表第二事件が申し立てられた場合には，家事部第1係に配てんする。

「交通関係事件」とは， 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の各事件， 自動車運転過失致死傷事件，車両運転
による（重）過失致死傷事件，危険運転致死傷事件， 自動車損害賠償補償法違反事件及び道路運送車両法違反事件（いずれの事件につい
ても道路交通法違反事件が併合されているものを含む。 ）をいう。

「道路交通法違反事件等jとは，道路交通法違反事件及び自動車の保管場所の砿保等に関する法律違反事件をいう。

5

６
７

8

9差戻事件は，本安による分配に繰り入れて，本表に定める割合に従って各係に分配する。

10再審事件は，その舗求の対象となる事件を処理した係に分配する。ただし，その鯖求の対象となる事件を処理した係が，本表によれば
舗求の対象となる事件を処理しない係である場合には，再審謂求の対象となる基本率件について本表に定める割合に従って，順次分配する。

11代理順序の定めにかかわらず，少年部単独事件全般について随時担当する。

,ﾛ･4－

’

部・係
少年部単独係

第1係 ｜ 鋪2係 1 節3係イ l 第3係ロ I

少年部合離係

合織係

開廷日割 少年師l仙独係裁判官申合せのとおり 随蹄

野路正典 田中浩司 野路正典（蚊） 田中浩司（蚊）
１
１
旅
兼
Ｉ
く
輔
理

舎
不田

村
原
川

野路正典，田中浩司，村岡寛（雑） ，大島遊代（鮫） ，小蜘宏幸（兼） ，加藤
紀子（兼） ，原田宗輔（兼） ，川村理（旅）

一般非行事件 身柄事件

在宅本件

簡易送致事件

蛾少年保護珈件

少年審判等共助事件

少年審判雑砺件

交通関係事件【※7】

通路交通法逸反小件等【※8】 共同危険行為

その他

襲中審判，典団審判，反則金不納付事件

2/3 /3 Ⅱ■■ ー

2/3 /3 ー ー

2/3 /3 1■■ ー

2/3 /3 ー ー

2/3 /3 ‐ I■■

2/3 1/3 ー ー

ー ー 2/3 1/3

ー ー 2/3 1/3

ー ー 2/3 l/3

裁判官申合せによる

※1 1 1 少年に関する裁定合畿本件（全部）
2家事部の裁判官，職貝，家事函停官及び参与風に対する除斥，忌避
及び回避申立に関する事件並びに家庭戯判所因査官及び家事調停委員
に対する除斥耶件（全部）
3家邪郁の裁判官が担当した裁判に対する軍抗告事件（全郁）
4舞曲支郎の少年法第17条の2に定める郡件（全部）
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支部 裁判官 開廷日割 事 務 分 配

園部 玉野勝則
月（ただし，第1
5週） ・火・水・金

3
当該支部に係属する事件

全部

ただし，次の事件はいずれも本庁で取り扱う。
1 園部支部の家事に関する事件で合鮭体で裁判することが相当である事件
2同支部の裁判官，職員及び参与員に対する除斥，忌避及び回避申立に関する事件
3同支部の家庭裁判所調査官，家事鯛停委員に対する除斥申立に関する事件
4同支部の裁判官が担当した裁判に対する準抗告事件

宮津 高山 慎 月・火・水・令 当咳支部に係属する事件

全部

ただし，次の事件はいずれも舞鶴支部で取り扱う。
1 宮津支部の家事に関する事件で合蟻体で裁判することが相当である事件
2同支部の裁判官，職員及び参与員に対する除斥，忌避及び回避申立に関する事件
3 同支部の家庭裁判所鯛査官，家事鯛停委員に対する除斥申立に関する事件
4同支部の裁判官が担当した裁判に対する準抗告事件

舞鶴

合蟻部

(裁判長・支部長）
近江弘行

高山 慎
(てん補）

矢野紀夫
(てん補）

(本庁からてん補）

単独係
近江弘行

随時

月・火・水・木・金

1 当骸支部に係属する合議事件

2宮津支部及び福知山支部の家事事件で合継体
で裁判することが相当である事件

3宮津支部及び福知山支部の裁判官，職員及び
参与員に対する除斥，忌避及び回避申立に関す
る事件並びに家庭裁判所鯛査官，家事調停委員
に対する除斥申立に関する事件

4宮津支部及び福知山支部の裁判官が担当した
裁判に対する準抗告事件

合駿事件以外の当該支部に係属する事件

全部

ただし，少年法第17条の2に定める事件は本庁で取り扱う。

全部

全部

全部

全部

福知山 矢野紀夫 月・水・木・金 当咳支部に係属する事件

全部
ただし，次の事件はいずれも舞鶴支部で取り扱う。
1福知山支部の家事に関する事件で合磯体で裁判することが相当である事件
2同支部の裁判官，職員及び参与員に対する除斥，忌避及び回避申立に関する事件
3同支部の家庭裁判所調査官，家事鯛停委員に対する除斥申立に関する事件
4同支部の裁判官が担当した裁判に対する準抗告事件
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０
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(別表第2）

裁判事務の代理順序（本庁単独係）

１
１
・
ｇ
Ｉ
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ｌ
Ｉ
０
Ｉ
ｌ
ｌ
■
１
１
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
１
７
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■
０
１
１
１
１
１
１
１
１
１
■
■
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
１
９
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
０
Ｉ
９
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１
Ｉ
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Ｉ
Ｉ
０
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ｌ
１
ｌ
１
Ｉ
ｌ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
ｑ
Ｉ
０
１
ｊ
Ⅱ
１
１
０
Ⅱ
０
１
１
０
１
１
０
１
７
１
Ⅱ
１
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１
１
１
１
１
０
１
０
０
１
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ｌ
Ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
０

ｌ
ｂ
Ｉ
０
Ｉ
Ⅱ
Ｉ
１
ｌ
１
Ｌ
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ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
１
Ｉ
Ｉ
６
０
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０
０
Ｉ
１
，
－
０
９
０
０
０
０
Ⅱ
Ｉ
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
Ｐ
可
Ｉ
Ｉ
ｉ
１
１
ｔ
Ⅱ
０
０
１
ｌ
０
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
１
１
０
９
８
１
１
Ｉ
Ｌ
０
Ｉ
ｌ
１
Ｉ
ト
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ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ⅱ
１
１
１
日
，
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
Ｉ
Ｉ
ｌ
７
ｌ
Ｉ
１
１
Ｉ
ｐ
■
１
１
り
り
ｌ
１
Ｉ
Ｉ
ｈ
Ｉ
ｌ
１
４
ｌ
ｌ
ｌ
ｆ
１
ｌ
ｌ
０
■
！
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差し支えのある係 代 理 順 序

家事部第1係 家事部第2係，家事部第3係，家事部第4係，家事

部第5係家事部第6係，家事部第7係，家事部第8

係の順

家事部第2係 家事部第3係，家事部第4係，家事部第5係, ．家事

部第6係，家事部第7係，家事部第8係の順

家事部第3係 家事部第4係，家事部第5係，家事部第6係，家事

部第7係，家事部第2係，家事部第8係の順

家事部第4係 家事部第5係，家事部第6係，家事部第7係，家事

部第2係，家事部第3係，家事部第8係の順

ー、

家事部第5係 家事部第6係，家事部第7係，家事部第2係，家事

部第3係，家事部第4係，家事部第8係の順

家事部第6係 家事部第7係,家事部第2係，家事部第3係，家事

部第4係，家事部第5係，家事部第8係の順

家事部第7係 家事部第2係，家事部第3係，家事部第4係，家事

部第5係，家事部第6係，家事部第8係の順

家事部第8係 家事部第3係，家事部第4係，家事部第5係，家事

部第6係，家事部第7係，家事部第2係の順

少年部第1係 少年部第2係，家事部第3係，家事部第4係，家事

部第2係，家事部第7係，家事部第6係，家事部第5

係の順

ただし，未特例判事補が担当できない事件について

は,順次繰り上げる。
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少年部第2係 少年部第1係，家事部第3係，家事部第4係，家事

部第2係，家事部第8係，家事部第7係，家事部第6

係，家事部第5係の順

ただし，未特例判事補が担当できない事件について

は，順次繰り上げる。

少年部第3係イ 少年部第3係ロ，家事部第3係，家事部第4係，家

事部第2係，家事部第7係，家事部第6係，家事部第

5係の順

ただし，未特例判事補が担当できない事件について

は，順次繰り上げる。

少年部第3係ロ 少年部第3係イ，家事部第3係，家事部第4係，家

事部第2係，家事部第8係，家事部第7係，家事部第

6係，家事部第5係の順

‐ただし，未特例判事補が担当できない事件について

は，順次繰り上げる。
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(別表第3）
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裁判事務の代理順序（支部）
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差し支えのある支部 代 理 順 序

園部支部 所長が指名する本庁，宮津支部，舞鶴支部又は福知山

支部の裁判官

宮津支部 舞鶴支部の裁判官，福知山支部の裁判官の順

福知山支部の裁判官にも差し支えがあるときは，所長

が指名する本庁又は園部支部の裁判官

舞鶴支部 宮津支部の裁判官，福知山支部の裁判官の順

福知山支部の裁判官にも差し支えがあるときは，所長

が指名する本庁又は園部支部の裁判官

福知山支部 宮津支部の裁判官，舞鶴支部の裁判官の順

舞鶴支部の裁判官にも差し支えがあるときは，所長が

指名する本庁又は園部支部の裁判官
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(別表第4）

I

司法行政事務の代理順序

(所長の代理順序） ’

第1順位

第2順位

小池覚子

野路正典

裁判官

裁判官

’

’

’
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